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議案第３４号 

 

平成２９年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第３号）について 

 

第１条 平成２９年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定める

ところによる。 

 

第２条  平成２９年度おいらせ町病院事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）     （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

 第１款 事業収益    974,165千円    △384千円   973,781千円 

  第１項 医業収益   897,124千円  △18,943千円   878,181千円 

  第２項 医業外収益   77,039千円   18,559千円    95,598千円 

支   出 

第１款  事業費用       974,165千円    △384千円   973,781千円 

第１項 医業費用      965,946千円      △278千円     965,668千円 

第２項 医業外費用      6,217千円      △106千円      6,111千円 

 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額 33,670 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額 35,468千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 33,670千円」を「当

年度分損益勘定留保資金 35,468 千円」に改め、資本的支出の予定額を

次のとおり補正する。 

（科  目）    （既決予定額）   （補正予定額）      （ 計 ） 

収   入 

 第１款 資本的収入    47,643千円  △5,400千円    42,243千円 

  第１項 企業債     26,000千円   △5,400千円    20,600千円 

 

支   出 

第１款  資本的支出      81,313千円  △3,602千円    77,711千円 

第１項 建設改良費     32,333千円    △3,602千円      28,731千円 

 

第４条 予算第５条に定めた企業債を次のように改める。 

補  正  前 
起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

26,000 

 

普通貸借又は

証書借入 

％ 

3.5以内 

 

借入先の融資条件による。ただ

し、企業財政その他の都合によ
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り繰上償還又は低利に借り換

えることができる。 

 

補  正  後 
起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

20,600 

 

普通貸借又は

証書借入 

％ 

3.5以内 

 

借入先の融資条件による。ただ

し、企業財政その他の都合によ

り繰上償還又は低利に借り換

えることができる。 

 

 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）    （既決予定額）   （補正予定額）      （ 計 ） 

 （１）職員給与費     541,655千円   △4,835千円    536,820千円 

 

 

平成３０年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 三 村 正太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


